
東京都財産価格審議会に付議することを要しないものについて

局長が指定する事項について

制  定  昭和４３年 ５月 ７日４３交管第 １９８号
一部改正  昭和４４年 ５月 ７日４４交管第 １３７号
一部改正  昭和４９年 ５月 １日４９交総第 １１６号
一部改正  昭和４９年１１月１３日４９交総第 ７１２号
一部改正  昭和５４年 ６月 ７日５４交総第 ２３７号
一部改正  昭和６１年 ５月２８日６１交総第 ２０３号
一部改正  昭和６３年１０月 ８日６３交総第 ７８８号
一部改正  平成 ２年 ９月 １日 ２交経第 ６４０号
一部改正  平成 ４年 ９月３０日 ４交速管第６３２号
一部改正  平成 ４年１０月３０日 ４交経第 ７００号
一部改正  平成 ５年 ３月 ５日４交速管第１２１８号
一部改正  平成１３年１１月２９日１３交総第１５６５号
一部改正  平成１６年１２月２８日１６交資第１４０１号
最終改正  平成２８年１０月１４日２８交資第１３１８号

１ 評価額が２億円未満の普通財産の貸付け及び評価額が２億円未満の借受けに係る権利金

２ 高価なものの評価額が２億円未満のものに係る普通財産の交換価格

２の２ 道路又は水路の付替えのため、国又は地方公共団体その他公共団体の所有する土地と交換

する場合の普通財産の交換価格

３ 財産の買入価格及び普通財産の売払価格で、その評価額が２億円未満（特別区、市（都の区域内

のものに限る。）及び瑞穂町を除く区域に存する土地については、４，０００万円未満）のもの

３の２ 不動産鑑定士の鑑定評価により売り払う土地について、その評価額及び面積が「予算で定

めるべき東京都公営企業等の資産の取得及び処分に関する条例（昭和４１年条例第１３２号）」

に規定する予算で定めるべき資産の処分に該当しないもの

４ 取壊しを条件として売り払う建物工作物等で１件の価額が４００万円未満の売払価格

５ 行政財産である土地の貸付料（地上権を設定する場合を含む。）及び使用料並びに普通財産の

貸付料並びに財産の借受料

６ 土地の買入れに係る価格で１年以内に再評価したもののうち、画地の加算及び減価が前回評定と

同一のもの

６の２ 土地の売払いに係る価格で１年更新により再評価したもののうち、画地の加算及び減価が

前回評定と同一のもの

７ 国、普通地方公共団体（町村を除く。）、特別区、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路

株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構、東京地下鉄株式会社等へ委託した事業に係る土地等の価格

７の２ 国、普通地方公共団体（町村を除く。）、特別区、東日本高速道路株式会社、中日本高速

道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構、東京地下鉄株式会社等から部分受託した事業に係る土地等の価格で、委託者

側施行部分の土地等の再評価（以下「委託者側再評価」という。）により部分受託した事業に影

響があると認められる場合に委託者側再評価に合わせて再評価したもの



７の３ 国、普通地方公共団体（町村を除く。）、特別区の所有する財産である土地の買入価格、

借受けに係る権利金等で、これらの団体において東京都財産価格審議会に相当する機関等に付議

して決定したもの

８ 東京都交通局所管の事業施行に伴う損失補償基準第６３条の規定により算出された土地等の価

格

９ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第４条及び第５条の規定に基づ

く土地の先買いに係る買入価格

10 地方公務員共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第３条の規定に基づき設立された共済組

合が、同組合と都との間に締結された都の職員住宅建設に係る協定により建設した建物及び工作

物の買入価格等

11 東京都における他会計との所管換等内部処理事務に係る価格又は料金

12 東京都における他会計との所管換等に伴い、同時処分となる東京都住宅供給公社等との処理事

務に係る価格又は料金

13 他の権利者との共同事業における権利調整に係る資産の価格

附 則 （４３交管第１９８号）

この要綱は、昭和４３年５月７日から施行する。

附 則 （４４交管第１３７号）

この要綱は、昭和４４年５月７日から施行する。

附 則 （４９交総第１１６号）

この要綱は、昭和４９年５月１日から施行する。

附 則 （４９交総第７１２号）

この要綱は、昭和４９年１１月１９日から施行する。

附 則 （５４交総第２３７号）

この要綱は、昭和５４年６月７日から施行する。

附 則 （６１交総第２０３号）

この要綱は、昭和６１年５月２８日から施行する。

附 則 （６３交総第７８８号）

この要綱は、昭和６３年１０月８日から施行する。

附 則 （２交経第６４０号）

この要綱は、平成２年１０月１日から施行する。

附 則 （４交速管第６３２号）

この要綱は、平成４年９月３０日から施行する。

附 則 （４交経第７００号）

この要綱は、平成４年１０月３０日から施行する。

附 則 （４交速管第１２１８号）

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。



附 則 （１３交総第１５６５号）

この要綱は、平成１３年１１月２９日から施行する。

附 則 （１６交資第１４０１号）

この要綱は、平成１６年１２月２８日から施行する。

附 則 （２８交資第１３１８号）

この要綱は、平成２８年１０月１４日から施行する。


